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"雑"

"報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
}
二
月
J
昭
和
四
一
年
三
月
〉

法学会記事

=
二
、
一
二
月

)
O日
(
金
)
午
後
二
時
三

O
分
よ
り
五
時
ま
で

O
「
現
代
の
立
法
」
岩
波
現
代
法
3

紹
介
・
書
評
・
時
事
問
題
懇
談

報

告

者

議

会

制

を

め

ぐ

っ

て

十

亀

昭

立
法
の
裁
判
的
統
制
深
瀬
忠

出
席
者

}
O名

一
O
月
中
旬
出
版
の
同
著
の
批
-
評
を
通
じ
、
一
一
月
の
日
韓
条
約
強

行
採
決
国
会
の
問
題
も
懇
談
す
る
予
定
の
と
こ
ろ
後
者
は
時
間
切
れ
で

だ
め
。
政
治
学
者
の
批
判
と
し
て
、
同
著
編
集
者
の
意
図
し
た
線
に
そ

っ
て
展
開
し
た
論
文
が
少
な
い
こ
と
、
選
挙
・
政
党
に
つ
い
て
政
治
制

度
の
機
能
的
現
実
的
解
明
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
い
こ
と
、
立
法
過
程
論

と
し
て
も
よ
り
的
確
・
実
証
的
な
フ
レ
ー
ム
・
ワ
i
p
を
提
供
し
て
ほ

し
か
っ
た
不
満
が
述
べ
ら
れ
た
。
政
治
学
者
に
も
此
種
綜
合
的
研
究
の

蓄
積
が
な
い
由
だ
が
。
今
後
政
治
・
憲
法
学
者
の
共
同
研
究
が
ほ
し
い

も
の
で
あ
る
。

}
四
、
)
二
月
二
四
日
(
金
)
午
後
)
時
三

O
分
よ
り
四
時
二

O
分
ま
で

O
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
民
権
を
め
ぐ
る
最
近
の
問
題
」

一雄

報

告

者

熊

本

出
席
者
一
六
名

去
る
八
月
か
ら
約
二
ヶ
月
余
り
渡
米
し
、
ア
メ
リ
カ
の
生
活
・
空
気

に
ふ
れ
て
き
た
報
告
者
に
よ
り
、
黒
人
の
公
民
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の

全
貌
に
つ
い
て
の
説
明
を
き
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
法
的
問
題
と
し

て
、
憲
法
修
正
お
よ
び
公
民
権
法
と
り
わ
け
)
九
六
四
年
法
さ
ら
に
関

連
す
る
判
例
を
詳
し
く
フ
ォ
ロ
ー
し
た
後
、
実
際
問
題
と
し
て
、
公
民

権
運
動
の
実
情
・
傾
向
、
ア
l
カ
ン
サ
ス
州
に
お
け
る
黒
人
の
生
活
条

件
・
待
遇
等
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
紹
介
さ
れ
、
法
的
な
平
等
が
よ
う

や
く
実
現
し
て
き
た
今
日
、
将
来
は
社
会
経
済
生
活
に
お
け
る
平
等
実

現
の
要
求
に
向
う
で
あ
ろ
う
と
展
望
す
る
。
興
味
深
く
聞
い
た
0

0
「
故
神
谷
教
授
を
偲
ぶ
会
」

右
研
究
会
終
了
後
四
時
一
ニ

O
分
よ
り
五
時
三

O
分
ま
で
。
故
神
谷
教

授
急
逝
)
周
年
目
に
あ
た
り
、
学
部
長
、
教
授
、
事
務
長
、
助
手
、
大

学
院
・
学
部
学
生
ほ
か
北
大
外
の
法
学
会
員
諸
氏
三

O
一
数
名
が
参
集

し
、
実
兄
神
谷
検
事
正
の
出
席
を
え
て
、
和
や
か
な
な
か
に
も
、
故
人

を
偲
ぶ
語
り
合
い
の
う
ち
に
心
の
こ
も
っ
た
会
が
行
な
わ
れ
た
。
席
上
、

「
神
谷
教
授
追
悼
記
念
特
集
」
お
よ
び
「
神
谷
文
庫
リ
ス
ト
」
が
実
兄

に
手
渡
た
さ
れ
、
ま
た
神
谷
夫
人
よ
り
の
便
り
、
金
沢
教
授
よ
り
の
電

文
が
紹
介
さ
れ
た
。

O
「
年
末
懇
親
会
」

六
時
半
よ
り
九
時
半
ま
で
、
於
ロ
ー
ヤ
ル
ホ
テ
ル
和
室
、
集
う
会
員

三
二
名
、
中
華
料
理
に
ビ
i
ル
。
歌
を
歌
え
な
い
も
の
は
ス
ピ
ー
チ
。

信

夫

北法16(4・143)536



法学会記事

法
学
会
の
旧
き
時
代
の
有
様
や
新
年
度
に
対
す
る
注
文
な
ど
愉
快
に
語

り
合
う
。
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
に
あ
た
り
、
家
族
か
ら
不
平
が
出
た
由

、たが。

一
五
、
}
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
四

O
分
よ
り
五
時
一

O
分
ま
で

O
「
教
育
権
の
私
法
的
・
公
法
的
問
題
」

報
告
者
親
の
教
育
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
中
川
良
延

学

力

テ

ス

ト

判

決

を

中

心

に

小

岩

洋

出
席
者
九
名

教
育
に
お
け
る
家
庭
と
学
校
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
本
質
的

に
分
離
で
き
な
い
は
ず
だ
。
教
育
に
か
ん
す
る
親
の
法
的
地
位
を
、
民

法
上
の
親
権
概

A7r}憲
法
・
教
育
法
上
の
規
制
と
の
関
係
に
お
い
て
「

綜
合
的
に
考
察
」
し
た
の
は
、
中
川
教
授
の
先
駆
的
研
究
で
あ
る
。
教

育
に
か
ん
す
る
親
権
を
「
義
務
」
と
把
握
、
憲
法
一
一
一
一
条
に
保
障
さ
れ
て

い
る
子
供
の
「
幸
福
追
求
」
権
を
親
が
「
代
行
」
す
る
も
の
と
構
成
、

第
二
次
的
に
国
の
普
通
教
育
の
義
務
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
こ
で
も

学
校
に
対
す
る
子
供
の
た
め
の
親
の
発
言
権
が
の
こ
る
と
解
す
る
。
代

行
と
は
何
ぞ
や
、
権
利
な
ら
ず
や
等
疑
問
が
出
た
。
学
刀
テ
ス
ト
判
決

の
紹
介
、
教
員
の
教
育
擦
の
法
的
構
成
の
仕
方
の
諸
説
に
つ
い
て
説
明

あ
り
。
教
員
の
社
会
法
的
基
本
権
で
は
な
い
が
、
教
育
権
限
行
使
の
独

立
性
が
教
育
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
兼
子
仁
説
の
立
場
か
ら
、

教
育
の
内
的
事
項
に
干
捗
す
る
学
刀
テ
ス
ト
は
違
法
と
論
ず
る
。
大
学

と
小
中
高
校
教
師
の
権
利
の
異
同
に
つ
い
て
も
議
論
。

二
ハ
、
二
月
一
一
日
(
金
)
午
後
}
時
四

O
分
よ
り
五
時

)
Oま
で

O
「
現
代
法
思
想
の
諸
側
面
の
検
討
」

|
|
テ
キ
ス
ト
、
岩
波
現
代
法

σーー

報
告
者
法
実
証
主
義
・
自
然
法

所

有

権

・

社

会

法

抵
抗
権
・
平
和
主
義

出
席
者
二
ハ
名

現
代
法
講
座
最
新
巻
の
合
評
を
通
じ
て
、
現
代
法
の
思
想
の
提
起
し

て
い
る
諸
々
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
あ
っ
た
。
報
告
者
は
諸
論
文
中
夫

三
取
も
自
己
の
専
門
に
近
接
し
た
領
域
を
担
当
し
面
白
い
意
見
を
出
し

た
。
「
社
会
法
」
の
テ
l

マ
と
し
て
論
文
内
容
が
適
当
だ
っ
た
か
と
い

う
疑
問
は
当
然
だ
ろ
う
。
「
抵
抗
」
思
想
に
相
当
話
し
が
集
ま
り
、
「

反
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
だ
け
で
す
ま
さ
ず
、
体
制
内
で
実
定

法
の
遵
守
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
抵
抗
の
場
合
や
仕
方
に
も
、
掘
り
下
げ

た
考
究
が
ほ
し
く
、
そ
れ
が
実
際
問
題
と
し
て
も
有
益
だ
ろ
う
と
い
う

意
見
な
ど
出
た
。

一
七
、
二
月
二
五
日
(
金
)
午
後
)
時
四

O
分
よ
り
五
時
一
五
分
ま
で

O
「
裁
判
制
度
に
か
ん
す
る
懇
談
会
」

司

会

発
話
者

出
席
者

裁
判
官

検
察
官

弁
護
士
同
}
四
名

深薮小小

山

倉

田
三

輪
上

回

海
老
名 菅

芳
太
郎

重

夫

忠

一

北法16(4・144)537 
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報

昭
和
三
九
年
八
月
答
申
の
「
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
」
お
よ

び
大
内
・
我
妻
箸
「
日
本
の
裁
判
制
度
」
(
岩
波
新
書
)
を
参
照
、
判

・
検
事
、
弁
護
士
、
教
授
の
四
者
が
集
ま
り
、
ま
ず
実
務
法
曹
家
三
者

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
卒
直
な
感
想
・
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
い
た
う

え
、
司
会
者
の
問
題
整
理
に
し
た
、
が
っ
て
、
極
め
て
活
発
な
討
論
・
懇

談
が
行
な
わ
れ
た
。
法
曹
一
元
論
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の

側
か
ら
す
る
反
対
論
あ
り
(
「
世
間
知
ら
ず
」
だ
か
ら
弁
護
士
を
経
由

す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
飛
躍
だ
、
法
曹
を
ひ
ろ
く
考
え
そ
の
中
か
ら
裁

判
官
を
選
ぶ
な
ら
け
つ
こ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
日
本
の
社
会
構
造
は

た
て
わ
り
に
な
っ
て
お
り
交
流
で
き
な
い
型
で
は
な
い
か
)
、
ま
た
訴

訟
遅
延
を
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
、
裁
判
官
の
人
員
を
い
か
に
し

て
増
し
し
か
も
質
の
低
下
を
防
ぐ
か
、
司
法
試
験
受
験
資
格
を
通
常
の

大
学
教
育
よ
り
二
年
位
の
ば
し
〔
或
は
マ
ス
タ
ー
終
了
と
し
)
そ
れ
だ

け
給
料
を
あ
げ
た
ら
ど
う
か
、
司
法
試
験
を
も
っ
と
や
さ
し
く
し
一

0

0
0名
位
と
り
、
一
・
二
年
研
修
期
間
を
長
く
し
て
は
ど
う
か
、
簡
裁

判
事
を
増
員
し
て
司
法
試
験
の
裏
道
を
つ
く
る
の
は
よ
く
な
い
:
:
:
等

法
学
教
育
に
ま
で
話
し
及
ん
で
尽
き
ず
。

K
教
授
が
、
弁
護
士
経
由
法

曹
一
元
論
賛
成
の
論
拠
と
し
て
、
下
か
ら
の
正
義
の
形
成
に
よ
り
法
曹

三
者
の
対
立
を
な
く
し
官
僚
司
法
を
打
破
す
べ
き
だ
と
述
ベ
注
目
さ
れ

た
。
郊
外
実
務
家
の
経
験
に
基
づ
く
意
見
に
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
多
い
。

一
八
、
三
月
一
八
日
(
金
)
午
後
一
時
四

O
分
よ
り
五
時
ま
で
研
究
会
。

O
「
科
学
技
術
基
本
法
に
つ
い
て
」

雑法学会記事

報
告
者

予
定
代
行

出
席
者
一
一
名

昭
和
三
四
年
の
科
学
技
術
会
議
に
対
す
る
総
理
大
臣
の
諮
問
と
翌
年

の
答
申
に
は
じ
ま
り
、
衆
議
院
科
学
技
術
振
興
対
策
特
別
委
員
会
議

案
、
そ
れ
ら
の
批
判
的
見
解
を
示
す
日
本
学
術
会
議
の
昭
和
三
七
年
の

科
学
研
究
基
本
法
案
や
そ
の
他
の
大
学
関
係
の
諸
協
会
の
意
見
を
紹

介
、
科
学
技
術
基
本
法
の
第
四
次
案
お
よ
び
三
月
九
日
現
在
案
を
対
比

し
つ
つ
問
題
点
を
全
般
的
に
解
説
、
今
村
教
授
(
出
張
〉
の
批
判
論
が

読
ま
れ
た
。
科
学
技
術
の
概
念
が
あ
い
ま
い
で
技
術
偏
重
に
傾
き
研
究

者
の
自
主
性
を
阻
害
し
な
い
保
障
は
な
い
と
い
う
今
村
説
ら
し
い
ク
リ

ア
ー
な
論
旨
。
討
論
に
あ
た
り
永
井
教
授
は
む
し
ろ
技
術
工
学
に
限
定

し
重
点
的
に
金
を
つ
ぎ
こ
め
る
法
を
考
え
な
い
の
は
頭
が
悪
い
と
論
じ

た
が
、
そ
れ
で
は
自
然
科
学
の
部
内
で
研
究
統
制
や
圧
迫
を
お
そ
れ
承

知
し
な
い
部
門
が
あ
ろ
う
と
か
、
技
術
を
独
走
さ
せ
る
の
は
ど
う
か
な

ど
の
反
論
が
出
た
。

O
「
法
学
会
総
会
」

五
時
一

O
分
よ
り
研
究
会
出
席
者
に
数
名
加
わ
り
開
始
、
旧
年
度
会
計

収
支
の
報
告
と
承
認
あ
り
。
遠
藤
助
手
辞
任
に
際
し
三
年
間
の
奉
仕
に

感
謝
し
記
念
品
を
贈
る
提
案
が
会
員
よ
り
出
、
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
旧

年
度
運
営
状
況
に
つ
き
報
告
あ
り
、
平
均
出
席
者
一
五
・
五
名
だ
が
(
前

期
一
九
名
〉
、
(
後
期
一
二
名
、
都
合
に
よ
り
欠
席
の
多
か
っ
た
若
干
の

有
力
会
員
も
新
年
度
か
ら
は
参
加
し
て
よ
り
有
益
な
会
と
な
る
こ
と
が

信成

キ日

今

木村

夫

自民

北法16(4・145)538



公法・刑事法研究会記事

つ望
つま
新れ
年た

室新
営幹
方事

針案
仕重
苦裂
与授
きを
協選

苦手
7こ元
二後
明懇
ム親

深全
喜善
、ーノ .'‘ 

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
一
一
月

1
昭
和
四
一
年
三
月
)

一
一
、
二
一
月
一
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
刑
法
七
条
の
公
務
員
に
当
る
と
さ
れ
た
事
例
(
判
例
時
報
三
八
三
号
七

六

頁

)

一

古

川

邦

雄

一
二
、
一
二
月
一
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
土
地
区
画
整
理
に
お
け
る
替
費
地
の
性
質
(
判
例
時
報
三
八
三
口
万
五
六

頁

)

笹

川

紀

勝

。
大
教
組
勤
評
反
対
闘
争
事
件
(
判
例
時
報
三
八
五
号
三
二
頁
)

千

葉

瑞

穏

二
二
、
二
月
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
自
創
法
に
よ
り
買
収
さ
れ
た
農
地
の
売
渡
し
を
受
け
た
者
が
当
該
農
地

を
宅
地
に
転
用
の
た
め
他
に
転
売
し
た
場
合
に
於
け
る
不
当
利
得
の
成

否

(

判

例

時

報

三

八

八

号

六

頁

〉

深

瀬

忠

一

O
由
民
地
法
九
二
条
、
四
条
の
適
用
範
囲
(
判
例
時
報
コ
一
八
八
号
四
八
頁
)

栃

内

昌

子

O
東
京
都
内
及
び
周
辺
の
私
営
パ
ス
九
社
の
運
賃
値
上
げ
申
請
に
対
す
る

運
輸
大
臣
の
不
作
為
違
法
確
認
の
判
決
(
判
例
時
報
コ
一
八
九
号
三
頁
)

鳥

居

信

之

一
四
、
三
月
四
日
(
金
)
判
例
研
究

。
水
防
法
に
よ
る
市
長
の
公
務
災
害
認
定
は
行
政
訴
訟
の
対
象
と
な
る
。

そ
の
他
(
判
例
時
報
三
八
九
号
二

O
頁

)

秋

山

義

昭

O
公
選
法
一
四
二
条
の
制
限
は
、
選
挙
運
動
期
間
前
の
行
為
に
つ
い
て
も

適
用
が
あ
り
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
憲
法
一
二
条
に
違
反
し
な
い
(
判

例
時
報
三
九

O
号

一

三

頁

〉

中

村

良

一

北法16(4・146)539

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
一
月

t
昭
和
四
一
年
三
月
〉

七
、
二
月
二
六
日
(
土
)

O
犯
行
当
時
被
告
人
が
極
度
の
精
神
衰
弱
状
態
に
あ
っ
た
事
を
理
由
に
そ

の
責
任
能
カ
が
争
わ
れ
て
い
る
事
案
に
於
い
て
弁
護
人
か
ら
犯
行
時
お

よ
び
そ
の
前
後
の
被
告
人
の
精
神
状
態
に
つ
き
鑑
定
の
請
求
が
な
さ
れ

な
お
右
鑑
定
に
つ
い
て
は
A
大
学
医
学
部
B
教
授
に
こ
れ
を
委
嘱
さ
れ

た
い
旨
の
申
請
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
検
察
官
は
鑑
定
請
求
に
つ
い

て
は
異
議
が
な
い
が
鑑
定
人
と
し
て

B
教
授
に
委
嘱
す
る
こ
と
は
反
対

で
あ
り
C
大
学
医
学
部
D
教
授
に
委
嘱
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
の
意

見
を
述
べ
た
。

ω
裁
判
所
が
右
鑑
定
請
求
を
採
用
の
う
え
D
教
授
に
鑑
定
を
委
嘱
す

る
こ
と
の
可
否
。

ω
D教
授
作
成
の
鑑
定
書
が
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
弁
護
人
が
そ
の
取

調
べ
を
希
望
し
な
い
と
述
べ
た
場
合
の
処
置
。

仙
川
右
鑑
定
書
に
証
拠
能
力
を
付
与
す
る
た
め
の
要
件
。

ω
そ
の
他
問
題
と
な
る
事
項



報

金
谷

大
沢

角
谷

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
一
二
月
J
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
)

一
、
読
書
会

O

∞2
5
L
nユ
長
二
邑
え
2
2
0
h
H
v
o
t
z
p

二
、
一
月
二
一
日
(
金
)

O
篠
原
・
三
谷
編
「
政
治
学
研
究
E
」
書
評

松

沢

gj， 

陽

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
二
一
月
J
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
)

政治学・民事法研究記事

二
、
一
二
月
一
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
商
法
二
四
五
条
一
一
頃
一
号
に
い
う
「
営
業
/
全
部
叉
ハ
重
要
ナ
ル
一
部

ノ
譲
渡
」
の
意
義
(
判
例
時
報
四
一
二
号
二

O
頁
)松
田

武

O
買
収
農
地
の
売
渡
を
受
け
た
者
が
当
該
農
地
の
所
有
権
を
時
効
取
得
し

し
た
と
き
と
被
買
収
者
が
右
農
地
の
買
収
処
分
の
無
効
確
認
を
求
め
る

訴
の
利
益
の
有
無
(
民
集
一
八
巻
八
号
一
七
四

O
頁
)
竹

江

禎

江

O
一
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
三
号
の
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る

処
分
の
審
判
の
合
憲
性
。

二
、
家
庭
裁
判
所
は
審
判
時
よ
り
過
去
に
遡
っ
て
前
項
の
処
分
を
す
る

こ
と
が
で
、
き
る
か
(
判
例
時
報
四
二
二
号
一

O
頁
)石

JfI 

d恒

夫

一
二
、
一
二
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
法
九
五
条
但
書
の
解
釈
(
判
例
時
報
四
一
七
号
三
九
頁
〕

O
要
素
の
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
を
第
三
者
が
主
張
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
か
(
判
例
時
報
四
二
五
号
二
七
頁
)
大
淵
武
男

O
善
意
の
第
三
者
に
一
一
菜
室
田
譲
渡
し
た
の
ち
一
民
裏
書
に
よ
っ
て
再
び
所
持
人

と
な
っ
た
者
に
対
す
る
人
的
抗
弁
(
民
集
一
九
巻
三
号
六
四
七
頁
)

平

出

慶

道

O
一
、
法
人
に
非
ざ
る
社
団
の
成
立
要
件
。

一
寸
法
人
に
非
ざ
る
社
団
の
資
産
の
帰
属
(
民
集
一
八
巻
八
号
二
ハ
七

二

員

)

山

畠

正

男

O
抵
当
権
設
定
契
約
と
と
も
に
な
さ
れ
た
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
契
約
の

解
釈
(
判
例
時
報
四

O
九
号
一
二

O
頁

)

五

十

嵐

清

二
二
、
一
月
一
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
動
物
の
占
有
者
が
保
管
者
を
選
任
し
て
動
物
の
保
管
を
さ
せ
た
場
合
に

お
け
る
民
法
七
一
八
条
の
責
任
(
判
例
時
報
四
二
七
号
三
八
頁
)

五

十

嵐

清

北法16(4・147)540 

O
特
別
報
告

「
物
権
変
動
に
お
け
る
一
仮
設
」

一
四
、
二
月
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
判
決
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
の
許
否
(
民
集
一
九
巻
一
号
一
六
六

半

正

夫

田



民事法研究記事

頁

)

竹

江

禎

江

O
示
談
当
時
予
期
し
な
か
っ
た
損
失
に
対
す
る
労
災
保
険
給
付
金
に
つ
き

国
は
求
償
権
を
有
す
る
ハ
判
例
時
報
四

O
O号
一
六
頁
)

佐

保

雅

子

O
共
有
持
分
権
の
及
ぶ
土
地
の
範
囲
の
確
認
を
求
め
る
訴
と
必
要
的
共
同

訴

訟

(

民

集

一

九

巻

四

号

八

五

九

頁

)

小

山

昇

一
五
、
三
月
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
権
利
失
効
の
原
則
が
否
定
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
九
巻
三
号
五
六
回

頁

〉

大

淵

武

男

O
新
株
の
発
行
が
あ
っ
た
場
合
と
新
株
発
行
に
関
す
る
株
主
総
会
決
議
無

効
確
認
の
訴
の
利
益
(
民
集
一
九
巻
四
号
一

O
四
五
頁
)

松

田

武

O
越
権
代
理
人
が
本
人
の
実
印
を
使
用
し
て
約
束
手
形
を
娠
り
出
し
た
場

合
に
つ
い
て
民
法
一

O
条
に
い
う
「
権
限
ア
リ
ト
信
ス
ヘ
キ
正
当
ノ
理

由
」
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
一

O
号
一
一
一
六

O
頁
)

藤

原

雄

三

O
朝
鮮
人
男
子
と
婚
姻
し
た
内
地
人
女
子
は
平
和
条
約
の
発
効
と
と
も
じ

当
然
朝
鮮
国
籍
を
取
得
す
る
か
(
民
集
一
九
巻
四
号
八
九
八
頁
)

欧

龍

雲

北法16(4・148)541


